
年度末・年度始めの共済組合資格関係手続について

年度末・年度始めは、資格の取得・喪失が大量に発生し、共済組合に提出いただく件数が多く各種手続も
通常より大幅に時間がかかります。下記の事項について、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。

提出書類をチェック✐

□ 組合員（被扶養者）情報変更訂正届
□ 資格確認書※
□ 戸籍謄本（抄本）の写し又は婚姻等の受
理証明書の写し

提出書類をチェック✐

□ 被扶養者申告書（認定取消）
□ 資格確認書※ 、その他の証
□ 被扶養者の就職先の健康保険組合及び加
入日が分かる書類（資格確認書の写し、資
格情報のお知らせの写し、マイナポータル
の健康保険証情報画面の写し、採用辞令等）

共済事務担当の皆様へ

氏名変更被扶養者の認定

提出書類のよくある添付漏れ

就職に伴う被扶養者の認定取消

提出前に確認していただくことで書類の

添付漏れが防げる提出書類チェックリス
トを御活用ください（福利厚生事務の手引
P66～67）。組合員に提出書類を御説明い
ただく時にも御活用いただけます。被扶養
者の認定手続時に添付して、提出いただく
ことをお勧めします。

●令和８年２月５日 ７公立東京給第１６５６号 「令和８年３月に退職する方の任意継続組合員加入の手続について（通知）」
●令和８年２月１６日７公立東京給第１７０２号 「令和７年度末における組合員資格喪失等の手続について（通知）」
●令和８月３月４日 ７公立東京給第１８２６号 「チャットボットの運用開始について（通知）」
●令和８月３月１３日７公立東京給第１８６５号 「令和８年度新規採用等に伴う組合員資格取得届出等の手続について（通知）」
●令和８年３月２３日７公立東京給第１８６６号 「令和８年度新規採用等に伴う４月当初の被扶養者認定手続等について（通知）」
●令和８年３月１３日７公立東京給第１８６７号 「公立学校共済組合員等のマイナンバーの登録スケジュール等について（通知）」
●令和７年11月２７日７公立東京給第１２８０号 「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の

取扱いの恒久化について（通知）」
●令和８年３月下旬 ７公立東京給第１８６８号 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入

の取扱いについて（通知）」

確認していただきたい資格担当からの通知 通知は「公立学校共済組合東京
支部のＨＰ」に掲載しています

届出が不要なケースもあります

マイナンバーの届出

学校電算で給与が支給されている方は、学校電算の住所を変更することで、共済組合への
住所変更の届出は不要になります。

住所変更の手続

公立学校共済組合東京支部

御不明点の確認には、
チャットボットを御利用ください

新規採用教職員、教育庁に配属となる新規採用職員、４月１日に局間異動で教育庁に配属
となる職員は、任命権者を通じて、事前にマイナンバーの登録を依頼しています。事前に届
出された場合は、採用後に共済組合に届出いただく必要はありません。

※ 資格確認書の回収は、有効期限内のもののみ、交付されている場合に行ってください。

チャットボット東京支部ホームページ

テキストAI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。

大好評！

問合せ方法（チャットボット・問合せシート）
確認事項がある場合は、チャットボットを御活用ください。また、個別のご相談は「資格に関する質問票」をメールでご

送付ください。ただし、回答には時間がかかります。年度末・年度始めは、電話でのお問合せはお控えください。

被扶養者認定の進捗状況の確認について
進捗状況を確認したい場合は、共済組合に書類を提出後２週間が経過してから、「資格に関する質問票」に必要事項を

記入し、メールで問合せしてください。電話による進捗状況の問合せは、御遠慮ください。

お急ぎの案件について
お預かりした書類は到着順に順次対応しております。お急ぎの場合は速達等で書類を提出してください。

提出書類に不備があった場合について
提出前に提出物を御確認いただき、必要書類が全て揃ってから御提出ください。

      提出書類に不備があった場合は、原則として不備連絡票を付けていったん書類一式を返却します。再提出される場合は、
返却された不備連絡票を付けて御提出ください。

お願い事項
別紙２

https://www.kouritu.or.jp/tokyo/topics/R8chat/index.html
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